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(57)【要約】
　本発明はパーキングスペースへの駐車支援方法に関し
ており、中間点までパーキング軌跡の第１区分に沿って
車両を誘導するステップと、縦列型駐車スペースとして
のパーキングスペースまたは斜め向き駐車スペースとし
てのパーキングスペースを識別するステップと、前記パ
ーキング軌跡の第１区分に続く第２区分に沿って車両を
誘導するステップとを含み、前記中間点は、縦列型駐車
スペース若しくは斜め向き駐車スペースとして構成され
ているパーキングスペースへの当該車両の後半の駐車が
可能となるように決定され、前記パーキング軌跡の第２
区分は、車両が縦列型駐車スペースの存在若しくは斜め
向き駐車スペースの存在に依存して誘導されるように選
択される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車支援装置を用いたパーキングスペース（２）への車両（１）の駐車支援のための方
法であって、
　前記駐車支援装置は車両（１）を少なくとも１つのパーキング軌跡に沿って誘導してお
り、
　前記方法は少なくとも、
　車両（１）をパーキング軌跡の第１区分（３）に沿って中間点（４）まで誘導するステ
ップと、
　縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペース（２）または斜め向き駐車スペースと
してのパーキングスペース（２）を識別するステップと、
　前記パーキング軌跡の第１区分（３）に続く第２区分（５ａ，５ｂ）に沿って車両（１
）を誘導するステップとを有しており、
　前記中間点（４）は、縦列型駐車スペースとして又は斜め向き駐車スペースとして構成
されているパーキングスペース（２）への当該車両（１）の後続の駐車が可能となるよう
に決定されており、
　前記パーキング軌跡の第２区分（５ａ，５ｂ）は、当該車両（１）が縦列型駐車スペー
スの存在又は斜め向き駐車スペースの存在に依存して誘導されるように選択されるように
したことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記車両（１）は少なくとも１つの検出手段（６ａ，６ｂ）を有しており、該検出手段
を用いて縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別又は斜め向き駐車スペー
スとしてのパーキングスペースの識別が実施される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記パーキングスペース（２）は対象（７，８）によって区切られており、縦列型駐車
スペースとしてのパーキングスペース（２）の識別または斜め向き駐車スペースとしての
パーキングスペース（２）の識別が、前記検出手段（６ａ，６ｂ）を用いた前記対象（７
，８）の少なくとも１つの検出によって実施される、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記対象（７，８）の少なくとも１つは、別の車両（７，８）であり、該別の車両は、
前記パーキングスペース（２）が縦列型駐車スペースである場合には走行路に対して平行
に配向され、前記パーキングスペース（２）が斜め向き駐車スペースである場合には、走
行路に対して斜めに配向されている、請求項１から３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記対象（７，８）の少なくとも１つと車両（１）との間の間隔（ｄ）が検出手段（６
ａ，６ｂ）を用いて検出される、請求項２から４いずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　当該車両（１）がパーキングスペース（２）に近づく際に走行する走行路に対して前記
他の車両（７，８）が斜めに配向されている場合には、当該車両（１）が他の車両（７，
８）に対して平行に配置された配向を有するように中間点（４）までのパーキング軌跡の
第１区分（３）が決定される、請求項１から５いずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記パーキングスペース（２）が斜め向き駐車スペースとして構成されている場合に、
検出手段（６ａ，６ｂ）によってパーキング軌跡の第２区分（５ａ）に亘って実質的に等
しい間隔（ｄ）が検出されると、前記第２区分（５ａ）は実質的に真っ直ぐな後進走行路
として実施される、請求項２から６いずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記パーキングスペース（２）が縦列型駐車スペースとして構成斜め向き駐車スペース
として構成されている場合に、検出手段（６ａ，６ｂ）によってパーキング軌跡の第２区
分（５ａ）に亘って徐々に拡大する間隔（ｄ）が検出されると、前記第２区分（５ａ）は
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実質的に曲線進路として実施される、請求項２から６いずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのパーキング軌跡に沿ったパーキングスペース（２）への車両（１）の
駐車支援のための駐車支援装置において、
　前記パーキング軌跡が第１の区分（３）と第２の区分（５ａ，５ｂ）に分割されており
、
　前記第１の区分（３）と第２の区分（５ａ，５ｂ）の間に中間点（４）が設けられてお
り、
　前記中間点（４）における車両（１）の配向は、縦列型駐車スペースとして又は斜め向
き駐車スペースとして構成されているパーキングスペース（２）への後続の駐車が可能と
なるように決定されており、
　前記パーキングスペース（２）の識別は、縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペ
ース（２）の識別又は斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペース（２）の識別が
実行され得るように構成されていることを特徴とする駐車支援装置。
【請求項１０】
　検出手段（６ａ，６ｂ）が設けられており、該検出手段を用いて縦列型駐車スペースと
してのパーキングスペースの識別又は斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペース
の識別が可能である、請求項９記載の駐車支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つのパーキング軌跡に沿って車両を誘導する駐車支援装置を用
いたパーキングスペースへの車両の駐車支援方法に関している。
【背景技術】
【０００２】
　そのような駐車支援装置を用いた半自動式のパーキング手段は、パーキングスペースへ
の車両の誘導を可能にするものであり、ここでは駐車支援装置にドライバーが予め所定の
ステアリング操作を与えるか駐車支援装置によって車両のアクティブな操舵が行われ、ド
ライバーは唯アクセルペダルとブレーキペダルを操作するだけでよい。車両を駐車させる
パーキングスペースは、縦列型のパーキングスペースである場合もあり、そのようなケー
スでは、パーキング最終位置に置かれた車両は、当該パーキングスペースに寄せる車両が
走行していた道路に対して並行に配向される。パーキングスペースが斜めに並んだパーキ
ングスペースであるならば、車両は駐車位置において走行路に対して斜め方向に駐車され
、それによって当該車両は道路に対して例えば４５°の角度となる。パーキングスペース
の構成、すなわち縦列型のパーキングスペースか又は斜め方向のパーキングスペースかに
依存して、パーキングスペースを取り囲む対象は、大抵は道路に対して並行乃至は斜め方
向に配向されている。これらの対象とは通常は他の車両であり、自車は、既に駐車されて
いるこれらの車両の間に続けて一列に並べて駐車するか若しくは並行にずらして駐車する
必要がある。
【０００３】
　駐車支援装置は、車両の側方にある検出手段、例えば超音波センサを介して、ゆっくり
と前進している間にパーキングスペースを取り囲んでいる対象を測定する。検出された信
号経過に基づいて（これは検出手段から駐車支援装置へ転送されたものである）、車両（
自車）に適したパーキングスペースの有無と自車との相対的な位置を識別する。検出手段
によって識別されたパーキングスペースへの駐車を実行する場合には、このことは後進を
介して行われ、駐車支援装置はステアリング操作を担い、その間ドライバーはただブレー
キとアクセルペダルを操作するだけでよい。この場合駐車支援装置による車両の操舵シス
テムへの介入が行われ、それによって駐車すべき車両は、パーキングスペースを囲む対象
の脇を通り過ぎるように操舵され、また車両は縦列型のパーキングスペース内ではパーキ
ング過程の終了時において道路の仕切り（通常は縁石）に対して平行に駐車される。さら
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に別の変化実施例では、ステアリング操作自体はドライバー自身で実施する必要があるが
、パーキングアシストシステムはドライバーに、自分がどの操舵過程を実施しているかを
リアルタイムで知らせる構成となっているものがある。しかしながらいずれのケースにお
いても駐車支援装置は、ステアリング操作が半自動式に実施されるにせよ、ドライバー自
身で担うにせよ、それ自体は予め設定されるものである。
【０００４】
　駐車支援装置のさらなる開発段階のケースによれば、横向きのパーキングスペースへの
駐車（いわゆる車庫入れ）が可能となり、その結果車両は駐車過程の終了時点で道路の縁
石に対して直角方向に配向される。そのようなシステムにおいても、パーキングスペース
の位置情報は車両側方に設けられた検出手段、例えば超音波センサなどによって求められ
ている。パーキングスペースが道路（乃至走行路）に対して並行に配向されているのかそ
れとも横向きに配向されているのかを決定付けるために、例えばドライバーの次のような
設定によって、すなわちドライバーが選択スイッチを操作することで、駐車支援装置に、
車両を道路に対して横方向（直角方向）に駐車させるのかそれとも道路に平行に駐車させ
るのかに関する情報を提供することも可能である。
【０００５】
　実情とは異なる条件、例えば複数の隣接する空きパーキングスペースが存在する横向き
の駐車状況のもとで、ドライバーが誤って縦列駐車過程を導入してしまった場合には、結
果として、パーキングスペースを囲んでいる対象との衝突だけは避けられるものの車両は
不所望な駐車方向に向いたままの配向結果となる。
【０００６】
　このような問題は、縦列駐車スペースと斜め向きの駐車スペースとの間の選択の場合に
も起こり得る。特に斜め向き駐車スペースは、斜め向き駐車スペースを車両が通過する際
の検出手段に基づくしかないため、横向き駐車スペースとの区別が困難であり、そのため
ドライバーが決定プロセスに関与する。パーキングスペースタイプの選択の際にドライバ
ーがミスを犯し、間違って斜め向きパーキングスペースの代わりに縦列型のパーキングス
ペースを選択した場合には、車両がパーキングスペースを囲む対象（通常は他の車両）と
衝突に至る可能性が非常に高くなる。
【０００７】
　ＤＥ１０２００７０２７４３８Ａ１号明細書からは駐車支援装置を用いたパーキングス
ペースへの車両の駐車支援方法が開示されている。ここではパーキングスペースを囲む対
象までの間隔をデータレコードの形態で駐車支援装置に伝送する検出手段が用いられてい
る。このデータレコードに基づいてステアリング操作が開始乃至は表示される。この結果
として車両は正確に横向き駐車スペース内へ駐車される。
【０００８】
　ＤＥ１０２００６０５２５７５Ａ１号明細書にはさらに別の支援方法が開示されている
。駐車支援装置を用いた横向き駐車スペースへの車両の駐車の際には、ドライバーによる
できるだけ僅かな操作でパーキング過程が自動支援される。これはパーキングスペースを
例えば道路の延在方向に対する奥行きに関する測定で十分に求めることができなかった場
合でも行われる。その際の自動パーキングモードは、検出手段を介して検出される障害物
及び／又は空き地が確実に求められる限り、パーキング過程の操作に対するドライバーの
設定がなくても直接活性化され得る。ドライバーの側で縦列駐車が望まれているのかそれ
とも道路に対して横向きの駐車（例えば車庫入れ駐車）が望まれているのかを求めるため
に用いることのできる基準として、車両の長手軸線方向とパーキングスペース表側との間
の角度が挙げられる。ドライバーがパーキングスペースの表側に対する長手軸のいわゆる
トリガ角度を上回る角度において車両を停止させると、ドライバーが横向きの駐車を意図
していることが推定される。さらに車両長手方向とパーキングスペース表側との間の角度
が所定のトリガ角度を上回る場合にのみ、ドライバーの入力が確定されることが提案され
ている。
【０００９】
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　しかしながら公知の方法では、縦列型駐車スペースと斜め向き駐車スペースとの間の選
択において、ドライバーによる駐車支援装置への誤った入力によって、当該駐車スペース
を囲む対象との衝突が起こり得る危険性を克服することはできない。
【００１０】
　それ故に本発明の課題は、前述したような従来技術における欠点を克服し、縦列駐車ス
ペースとして構成されたパーキングスペースでも、斜め向き駐車スペースとして構成され
たパーキングスペースでも、衝突を起すことのない駐車を実行し得る、駐車支援装置を用
いたパーキングスペースへの車両の駐車支援方法を提供することにある。
【００１１】
　この課題は、請求項１の特徴部分に記載の本発明による駐車支援方法と、請求項９の特
徴部分に記載の本発明による駐車支援装置によって解決される。従属請求項には本発明の
有利な実施形態が記載されている。
【００１２】
　本発明は次のような技術的考察を含むものである。すなわちこの方法は少なくとも、　
中間点までパーキング軌跡の第１区分に沿って車両を誘導するステップと、
　縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースまたは斜め向き駐車スペースとしての
パーキングスペースを識別するステップと、
　前記パーキング軌跡の第１区分に続く第２区分に沿って車両を誘導するステップとを含
み、
　前記中間点は、縦列型駐車スペース若しくは斜め向き駐車スペースとして構成されてい
るパーキングスペースへの当該車両の後半の駐車が可能となるように決定されており、
　前記パーキング軌跡の第２区分は、車両が縦列型駐車スペースの存在若しくは斜め向き
駐車スペースの存在に依存して誘導されるように選択されている。
【００１３】
　ここでの本発明の核は、パーキング軌跡の第１区分と第２区分への分割にある。中間点
までのパーキング軌跡の第１区分はこの場合、走行路に対して斜めに配向されたパーキン
グスペースへのパーキング過程の誘導も、走行路に対して平行に配向されたパーキングス
ペースへのパーキング過程の誘導も可能となるように決定されている。この中間点に達す
ると、縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別若しくは斜め向き駐車スペ
ースとしてのパーキングスペースの識別が行われる。縦列型駐車スペースが識別された場
合には、車両はパーキング軌跡の第２区分に沿って、車両が走行路に対して平行に駐車さ
れるように誘導される。斜め向き駐車スペースが識別された場合には、第２の区分が次の
ように選択される。すなわち当該車両が走行路に対して斜めに配向されたパーキングポジ
ションで駐車されるように選択される。この場合のパーキング軌跡の第２区分は、特に当
該パーキングスペースを囲む対象がどのような配向を有しているかに依存して選択される
。縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別も、斜め向き駐車スペースとし
てのパーキングスペースの識別も、有利には当該パーキングスペースを囲む対象の識別に
基づいている。前述した方法は基本的には、駐車支援装置による先行時点のパーキングス
ペースの識別に追従するものであり、車両のパーキングは有利には二分割されたパーキン
グ軌跡に沿った後進と前進とによって行われている。
【００１４】
　縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別若しくは斜め向き駐車スペース
としてのパーキングスペースの識別のために、検出手段が設けられており、該検出手段は
、パーキングスペースの識別ステップにおいてパーキングスペースの種類に関する情報を
駐車支援装置に転送している。この検出手段は超音波センサ又はレーダーセンサとして車
両に設けられ、これらのセンサによってパーキングスペースが識別及び測定可能となる。
前記検出手段は、例えば車両がパーキングスペースをゆっくりと通過する場合などのパー
キングスペースの基本的な識別のためにも利用することができ、その場合には当該パーキ
ングスペースを囲む対象の存在も前記検出手段が識別する。さらにこの検出手段は、中間
点への到達後に、パーキングスペースがどのような種類で構成されているのかを識別する
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のにも利用できる。
【００１５】
　パーキングスペースは、有利には別の駐車車両である対象によって取り囲まれていても
よい。縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別若しくは斜め向き駐車スペ
ースとしてのパーキングスペースの識別は、検出手段を用いた少なくとも１つの対象の検
出によって実施されてもよい。
【００１６】
　パーキングスペースを囲む対象は、パーキングスペースが斜め向き駐車スペースである
場合には走行路に対して斜めに駐車された車両であってもよい。またパーキングスペース
が縦列型駐車スペースである場合には、車両は走行路に対して平行に前後に連続するよう
にして駐車される。縦列型駐車スペースとは、以下では、車両が走行路に対して平行に駐
車されることを意味するものとする。また斜め向き駐車スペースは、走行路に対して所定
の角度、有利には４５°の角度で駐車された車両によって占められる。
【００１７】
　検出手段は車両と少なくとも１つの対象との間の間隔を検出でき、その場合有利には超
音波センサの形態の２つの検出手段が車両の各側方に設けられる。当該の車両がパーキン
グスペースに近づくときに走行する走行路に対して他の車両が斜めに配向されている場合
には、当該車両が他の車両に対して平行に配置された配向を有するように、中間点までの
パーキング軌跡の第１区分が決定される。続いて車両が走行路との境界に対して斜め方向
で中間点に達するまで、所定のステップだけパーキングスペース方向に操舵される。この
パーキングスペースが縦列型駐車スペースであるならば、車両は、当該縦列型駐車スペー
スを前方側と後方側で区切っている車両に対して所定の傾斜角度で相対する。
【００１８】
　パーキングスペースが斜め向き駐車スペースであるならば、検出手段によってパーキン
グ軌跡の第２区分に亘って実質的に同じ間隔が検出され、当該第２区分は実質的に真っ直
ぐな後進走行路として実施される。パーキング軌跡の第１区分が弓形区分であるならば、
車両は斜め向き駐車スペースのもとで隣接車両に対して平行に位置する。ここにおいてパ
ーキング軌跡の第２部分が実施されるならば、車両は隣接する車両に対して平行な後進の
みによる走行を行う。続いて検出手段によって検出される当該車両と隣接する車両との間
の間隔はもはや変化しない。
【００１９】
　パーキングスペースが縦列型駐車スペースとして構成されている場合に、検出手段によ
り、パーキング軌跡の第２区分に亘って増大する間隔が検出され、この第２区分は実質的
に進路曲線で実施される。この進路曲線は、パーキング軌跡の第１区分に該当する進路曲
線に対して対向する曲率を有している。ここでの間隔距離の測定は、中間点への到達前で
も中間点への到達後でも行うことが可能である。パーキングスペースを囲む車両は公知の
ように基本的には矩形の基準断面を有するものなので、駐車させる車両と隣接する車両と
の間の間隔距離は、検出手段が車両の過度を検出した場合に最小となり得る。また検出手
段が車両の角を通過した場合には、この間隔距離が再び拡大する。それと共に縦列型駐車
スペースが識別される。隣接車両が走行路に対して斜めに位置する場合には、移動してい
る車両とパーキングスペースを仕切っている車両との間の間隔はパーキング軌跡の第２区
分全体に亘って実質的に一定に維持される。
【００２０】
　本発明はさらに少なくとも１つのパーキング軌跡に沿ったパーキングスペースへの車両
の駐車支援のための駐車支援装置に向けられており、前記パーキング軌跡は第１区分と第
２区分に分割されており、前記第１区分と第２区分の間には中間点が設けられており、前
記中間点における車両の配向は、縦列型駐車スペースとして若しくは斜め向き駐車スペー
スとして構成されているパーキングスペースへの後半乃至後続の駐車が可能となるように
決定されており、前記パーキングスペースの識別は、縦列型駐車スペースとしてのパーキ
ングスペースの識別若しくは斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別が
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実行される。さらに検出手段が設けられており、該検出手段を用いて縦列型駐車スペース
としての識別若しくは斜め向き駐車スペースとしての識別が行われる。
【００２１】
　本発明を改善したさらなる手段は以下の明細書において、本発明の有利な実施例の説明
と共に図面に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１ａ】斜め向き駐車スペースとして構成されたパーキングスペースへの車両の駐車状
況を表わした図
【図１ｂ】縦列型駐車スペースとして構成されたパーキングスペースへの車両の駐車状況
を表わした図
【図２ａ】車両が出発点と中間点において示され、中間点の後では縦列型駐車スペースへ
のパーキング軌跡の第２区分が続いている、縦列型駐車スペースへの車両の駐車のための
パーキング軌跡の実施例を示した図
【図２ｂ】車両が出発点と中間点において示され、中間点の後では斜め向き駐車スペース
へのパーキング軌跡の第２区分が続いている、斜め向き駐車スペースへの車両の駐車のた
めのパーキング軌跡の実施例を示した図
【図３ａ】パーキングスペースが縦列型駐車スペースとして構成されている場合に生じる
、駐車される車両と隣接する車両との間の間隔距離ｄをパーキング区間ｓに亘って示した
図
【図３ｂ】パーキングスペースが斜め向き駐車スペースとして構成されている場合に生じ
る、駐車される車両と隣接する車両との間の間隔距離ｄをパーキング区間ｓに亘って示し
た図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１ａ及び図１ｂには、パーキングスペース２への車両１の駐車状況の実施例が示され
ている。このパーキングスペース２は第１車両７の形態の第１の対象７と、第２車両８の
形態の第２の対象８とによって区切られている。前記２つの車両７及び８は、走行路に対
して斜めに位置しており、それによってここでのパーキングスペース２は斜め向き駐車ス
ペースである。車両１は当該パーキングスペース２を図示の矢印方向に沿ってゆっくりと
通り過ぎる。車両１には検出手段６ａ，６ｂが設けられており、これらの検出手段は超音
波センサとして構成され、当該のパーキングスペース２を検出している。パーキングスペ
ース２の検出のために、当該車両１は他の車両７及び８をゆっくりと通り過ぎ、前記検出
手段６ａ，６ｂによって第１の車両７において、第１のマーク点７ａを識別し、第２の車
両８において第２のマーク点８ａを識別する。前記検出手段６ａ，６ｂによって検出され
、パーキングスペース２の識別のために用いられるプロファイルがあまり正確でないと、
斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペースの決定若しくは縦列型駐車スペースと
してのパーキングスペースの決定が不可能となる。それ故にドライバーには、パーキング
スペースが存在していることと、図示の矢印とは逆方向に向かうことで再び初期位置へ戻
ることが可能なことの情報しか提供されない。
【００２４】
　図２ａ及び図２ｂには、図１ａ及び図１ｂによる初期位置における車両１も、パーキン
グ軌跡の第１区分３通過後の中間点４における位置の車両１も示されている。ここでのパ
ーキング軌跡は、図２ａによる斜め向き駐車スペースへの車両１の駐車に対しても、図２
ｂによる縦列型駐車スペースへの車両１の駐車に対しても適している進路曲線で表わされ
ている。車両１がパーキング軌跡の第１区分３に沿って中間点４まで動いている間、検出
手段６ａ，６ｂによって、本発明の実施例によれば駐車する車両１と他の車両７との間で
測定される間隔距離ｄが検出される。
【００２５】
　図２ａではパーキングスペース２は斜め向き駐車スペースとして構成されているため、
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路に対して斜めに配向されている。車両１は出発位置においても中間点４においても示さ
れており、ここでは再び検出手段６ａ，６ｂを用いて他車７に対する第１の間隔位置ａも
第２の間隔位置ｂも測定されている。ここでは検出手段６ａ，６ｂと第１の間隔位置ａと
の間の間隔距離ｄ、及び、検出手段６ａ，６ｂと第２の間隔位置ｂとの間の間隔距離ｄは
等しい距離で構成されているので、パーキングスペース２は検出手段６ａ，６ｂによって
斜め向き駐車スペースとして識別される。それに従って駐車支援装置は、パーキング軌跡
の第２区分５ａを直線の後進走行路として決定する。第２区分５ｂに沿って車両１は駐車
中の他の車両７と８に対して平行に動き、それによって間隔距離ｄは引き続き変化しない
。
【００２６】
　図２ｂには縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペース２が示されている。それ故
ここでの他の車両７と８は、駐車させる車両１がパーキングスペース２に近づく際に走行
していた走行路に対して平行に位置している。駐車させる車両１と他の車両７との間では
間隔距離ｄが測定される。ここでも検出手段６ａ，６ｂによって第１の間隔位置ａにおい
ても、第２の間隔位置ｂにおいても、間隔距離が測定されるが、ここでの間隔距離は異な
る長さとなっている。車両１が、検出手段６ｂによって第１の間隔位置ａに対する間隔距
離ｄを測定する位置において、測定された間隔距離ｄは比較的短い。車両がさらに中間点
４に向かう方向へ動くと、検出手段６ａと他車７の第２の間隔位置ｂとの間の間隔距離ｄ
は再び拡大する。それにより縦列型駐車スペースが識別され、当該車両１は第２区分５ｂ
に沿って最終的なパーキング位置まで当該パーキングスペース２内へ駐車される。
【００２７】
　図３ａ及び図３ｂには、当該車両がパーキング軌跡の第１区分３と第２区分５ａ，５ｂ
に亘って測定した間隔距離ｄの測定経過が経路区間ｓに亘って描写されている。間隔距離
ｄの縦座標には、検出手段６ａ，６ｂと他車７との間の第１の間隔位置ａも第２の間隔位
置ｂもプロットされている。図３ａには、縦列型駐車スペースへの駐車の際の間隔距離ｄ
の経過が示されており、そのためここでの間隔距離の値は最初は、検出手段６ａ，６ｂが
第１の間隔位置ａの付された車両の角に近づくにつれて小さくなる。車両が引き続きパー
キングスペース内に入り込むと、当該の間隔距離は再び拡大し、そのため間隔距離ｄの値
は第２の間隔位置ｂにおいて、第１の間隔位置ａのときよりも大きくなる。
【００２８】
　図３ｂには斜め向き駐車スペースに関する間隔距離ｄが示されており、そのためここで
は、検出手段６ａ，６ｂと他車７との間の間隔がもはや変化しない。従って第１の間隔位
置ａにおける間隔距離ｄの値は、第２の間隔位置ｂにおける値と全く同じである。
【００２９】
　本発明は前述してきた有利な実施例に限定されるものではない。それどころか図示の解
決手段から基本的に他の種類の実施例のもとでも利用可能な多くの変化例が考えられる。
総体的に、特許請求の範囲、明細書又は図面から派生する特徴部分及び／又は利点、構造
的な詳細、空間的な配置構成、方法ステップなどは、それ自体でもあるいは種々の組合わ
せにおいても本発明の実体となり得るものである。
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成24年5月2日(2012.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車支援装置を用いたパーキングスペース（２）への車両（１）の駐車支援のための方
法であって、
　前記駐車支援装置は車両（１）を少なくとも１つのパーキング軌跡に沿って誘導してお
り、
　前記方法は少なくとも、
　車両（１）をパーキング軌跡の第１区分（３）に沿って中間点（４）まで誘導するステ
ップと、
　縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペース（２）または斜め向き駐車スペースと
してのパーキングスペース（２）を識別するステップと、
　前記パーキング軌跡の第１区分（３）に続く第２区分（５ａ，５ｂ）に沿って車両（１
）を誘導するステップとを有しており、
　前記中間点（４）は、縦列型駐車スペースとして又は斜め向き駐車スペースとして構成
されているパーキングスペース（２）への当該車両（１）の後続の駐車が可能となるよう
に決定されており、
　前記パーキング軌跡の第２区分（５ａ，５ｂ）は、当該車両（１）が縦列型駐車スペー
スの存在又は斜め向き駐車スペースの存在に依存して誘導されるように選択されるように
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したことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記車両（１）は少なくとも１つの検出手段（６ａ，６ｂ）を有しており、該検出手段
を用いて縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペースの識別又は斜め向き駐車スペー
スとしてのパーキングスペースの識別が実施される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記パーキングスペース（２）は対象（７，８）によって区切られており、縦列型駐車
スペースとしてのパーキングスペース（２）の識別または斜め向き駐車スペースとしての
パーキングスペース（２）の識別が、前記検出手段（６ａ，６ｂ）を用いた前記対象（７
，８）の少なくとも１つの検出によって実施される、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記対象（７，８）の少なくとも１つは、別の車両（７，８）であり、該別の車両は、
前記パーキングスペース（２）が縦列型駐車スペースである場合には走行路に対して平行
に配向され、前記パーキングスペース（２）が斜め向き駐車スペースである場合には、走
行路に対して斜めに配向されている、請求項１から３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記対象（７，８）の少なくとも１つと車両（１）との間の間隔（ｄ）が検出手段（６
ａ，６ｂ）を用いて検出される、請求項２から４いずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　当該車両（１）がパーキングスペース（２）に近づく際に走行する走行路に対して前記
他の車両（７，８）が斜めに配向されている場合には、当該車両（１）が他の車両（７，
８）に対して平行に配置された配向を有するように中間点（４）までのパーキング軌跡の
第１区分（３）が決定される、請求項１から５いずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記パーキングスペース（２）が斜め向き駐車スペースとして構成されている場合に、
検出手段（６ａ，６ｂ）によってパーキング軌跡の第２区分（５ａ）に亘って同等に維持
される間隔（ｄ）が検出されると、前記第２区分（５ａ）は直線状の後進走行路として実
施される、請求項２から６いずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記パーキングスペース（２）が縦列型駐車スペースとして構成されている場合に、検
出手段（６ａ，６ｂ）によってパーキング軌跡の第２区分（５ａ）に亘って徐々に拡大す
る間隔（ｄ）が検出されると、前記第２区分（５ａ）は曲線進路として実施される、請求
項２から６いずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのパーキング軌跡に沿ったパーキングスペース（２）への車両（１）の
駐車支援のための駐車支援装置において、
　前記パーキング軌跡が第１の区分（３）と第２の区分（５ａ，５ｂ）に分割されており
、
　前記第１の区分（３）と第２の区分（５ａ，５ｂ）の間に中間点（４）が設けられてお
り、
　前記中間点（４）における車両（１）の配向は、縦列型駐車スペースとして又は斜め向
き駐車スペースとして構成されているパーキングスペース（２）への後続の駐車が可能と
なるように決定されており、
　前記パーキングスペース（２）の識別は、縦列型駐車スペースとしてのパーキングスペ
ース（２）の識別又は斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペース（２）の識別が
実行され得るように構成されていることを特徴とする駐車支援装置。
【請求項１０】
　検出手段（６ａ，６ｂ）が設けられており、該検出手段を用いて縦列型駐車スペースと
してのパーキングスペースの識別又は斜め向き駐車スペースとしてのパーキングスペース
の識別が可能である、請求項９記載の駐車支援装置。
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